
《
臨
時
窓
口
開
設
》

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
・
学
務
課

《
臨
時
窓
口
開
設
》
国
民
健
康
保
険
課

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
一
時
停
止

は
り・き
ゅ
う・あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
の
方
へ

療
養
費
支
給
申
請
書
の
請
求
先
が
変
わ
り
ま
す

無
料
低
額
宿
泊
所
の
届
出
に
つ
い
て

令
和
２
年
度
市
民
税
・
県
民
税
兼
国
民

健
康
保
険
税
の
申
告
は
３
月
16
日
ま
で

令
和
元
年
度
最
後
の
特
定
健
診・健
康

診
査
の
ご
案
内

《
３
月
供
用
開
始
》ナ
ハ
メ
カ
ル
パ
ー
キ
ン
グ

風
し
ん
無
料
抗
体
検
査
は
3
月
21
日
ま
で

（
実
施
医
療
機
関
に
要
予
約
）

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
は

３
月
末
ま
で

４
月
か
ら 

原
則 

屋
内
禁
煙
と
な
り
ま
す

【
開
設
日
時
】

３
月
29
日（
日
）、
４
月
４
日（
土
）、
５
日（
日
）

９
時
～
17
時

ハ
イ
サ
イ
市
民
課

①
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
等

証
明
書
な
ど
の
交
付

②
住
民
異
動
届
（
転
入
・
転
居
な
ど
）
、
そ
れ
に

伴
う
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
届
け
出

③
印
鑑
登
録

④
出
生
、
婚
姻
届
な
ど
の
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出

※
住
基
ネ
ッ
ト
を
介
す
る
業
務
や
他
市
町
村
に
確

認
が
必
要
な
業
務
な
ど
は
一
部
取
扱
い
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
格
納
し
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
コ
ン
ビ
ニ

で
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
窓
口
混
雑
予
想
カ
レ
ン

ダ
ー
（
３
月
～
５
月
分
）
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

学
務
課

①
新
入
学
手
続
き 

②
指
定
校
変
更
手
続
き

③
転
校
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

【
必
要
書
類
】

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
・
印
鑑

（
ハ
イ
サ
イ
市
民
課
は
来
庁
者
の
印
鑑
、
学
務
課

は
保
護
者
の
印
鑑
）

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
ハ
イ
サ
イ
市
民
課
☎
８
６
２
・
３
２
７
４

学
務
課
（
本
庁
舎
11
階
）
☎
９
１
７
・
３
５
０
５

平
日
の
来
庁
が
難
し
い
人
に
対
し
て
、
臨
時
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。

【
開
設
日
時
】
３
月
21
日（
土
）、
22
日（
日
）、
28

日（
土
）、
29
日（
日
）９
時
～
17
時

【
取
扱
業
務
】
国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
喪
失
手
続
き
や
保
険
税
相
談

【
必
要
書
類
】

加
入
手
続
き
▼
社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

喪
失
手
続
き
▼
社
会
保
険
証
、
国
民
健
康
保
険
証

※
両
手
続
き
に
つ
い
て
、右
記
に
加
え
、そ
れ
ぞ

れ
届
出
人
の
身
分
証
・
印
鑑
、対
象
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の（
対
象
者
全
員
分
）。別
世

帯
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
８
６
２
・
４
２
６
２

コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
よ
り
取
得
で
き
る
資
産
証
明
書

を
新
し
い
年
度
の
も
の
へ
と
切
り
替
え
る
作
業
を

行
う
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
を
終
日
停
止
し
ま
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
停
止
日
時
】

３
月
26
日（
木
）６
時
30
分
～
23
時

【
停
止
対
象
の
証
明
書
】

所
得
、
課
税
証
明
書
、

資
産
証
明
書
。

問
市
民
税
課
（
所
得
・

課
税
・
資
産
証
明
書
）

☎
８
６
２
・
９
９
０
３

あ
は
き
療
養
費
支
給
申
請
書
の
請
求
先
が
、
４
月

請
求
分
よ
り
市
国
民
健
康
保
険
課
か
ら
沖
縄
県

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
へ
変
更
に
な
り
ま
す
。

請
求
開
始
月
お
よ
び
請
求
先
に
つ
い
て
、
お
間
違

い
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
今
後
は
、
沖
縄

県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
で
の
審
査
、
お
よ

び
保
険
者
の
点
検
を
経
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給

ま
で
３
か
月
程
度
を
要
し
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
８
６
２
・
４
２
６
２

沖
縄
県
国
民
健
康
保
健
団
体
連
合
会

☎
８
６
３
・
２
４
７
３

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
宿
泊
施
設
は
、
無
料

低
額
宿
泊
所
と
し
て
届
出
義
務
が
あ
り
ま
す
。
事

業
者
は
市
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
入
居
対
象
を
生
計
困
難
者
に
限
定
し
て
い
る

②
入
居
者
の
半
数
以
上
が
生
活
保
護
受
給
者
で
あ

る
こ
と
と
、
建
物
の
賃
貸
借
契
約
を
結
ん
で
い
な

い③
入
居
者
の
半
数
以
上
が
生
活
保
護
受
給
者
で
あ

り
、
利
用
料
を
受
領
し
て
食
事
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
る

※
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
旅
館
業
法
に
基
づ
く
届
出

を
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外

問
保
護
管
理
課
☎
８
６
１
・
５
１
９
３

日
３
月
16
日（
月
）ま
で 

平
日
９
時
～
16
時
ま
で

対
▼
20
～
74
歳
の
国
保
加
入
者

市
役
所
内
・
市
内
の
施
設
で
健
診
を
行
い
ま
す
。

特
定
健
診
・
健
康
診
査
は
３
月
31
日
ま
で
に
受
け

ま
し
ょ
う
。

問
特
定
健
診
課　
☎
8
6
2
・
0
5
6
4

※
申
告
会
場
（
タ
イ
ム
ス
ビ
ル
）
に
、
専
用
駐
車

場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
交
通
機
関
・
民
間
有
料

駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
の
た
め
の
市
役
所
本
庁
舎
地
下
駐
車
場
の

ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課
☎
８
６
１
・
３
３
２
8

ナ
ハ
メ
カ
ル
パ
ー
キ
ン
グ
は
、
施
設
来
訪
者
以
外

の
、
一
般
利
用
も
可
能
で
す
。
供
用
開
始
に
合
わ

せ
て
、
な
は
市
民
協
働
プ
ラ
ザ
地
下
駐
車
場
、
那

覇
市
Ｉ
Ｔ
創
造
館一般
駐
車
場
も
有
料
に
な
り
ま
す
。

場
那
覇
市
銘
苅
２
丁
目
３
番
４

【
時
間
】
年
中
無
休
24
時
間

※
入
場
は
、
６
時
か
ら
24
時
ま
で

【
料
金
】
最
初
の
１
時
間
ま
で
３
０
０
円

以
降
30
分
ま
で
ご
と
に
１
０
０
円

※
市
施
設
の
協
働
プ
ラ
ザ
、
Ｉ
Ｔ
創
造
館
、
消
防

局
の
来
訪
者
は
、
一
部
免
除
と
な
り
ま
す
。

問
商
工
農
水
課
☎
９
５
１
・
３
２
１
２

県
内
の
医
療
機
関
で
、
風
し
ん
抗
体
検
査
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
リ
ス
ト
掲
載
の
実
施
医
療
機
関
に
事

前
予
約
が
必
要
で
す
。
日
３
月
21
日（
土
）ま
で

場
県
内
実
施
医
療
機
関
（
リ
ス
ト
は
市
保
健
所
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
） 

内
血
液
検
査

対
市
在
住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
②
妊
娠
を
希
望
す
る
女

性
の
配
偶
者
や
同
居
者
な
ど
③
風
し
ん
の
抗
体
価

が
低
い
妊
婦
の
配
偶
者
や
同
居
者
な
ど

※
昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
男
性
（
ク
ー
ポ
ン
券
対
象

者
）
ま
た
は
過
去
に
風
し
ん
抗
体
検
査
を
受
け
た

結
果
、
十
分
な
抗
体
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

方
は
除
き
ま
す
。 

費
無
料　

問
保
健
所 

保
健
総
務
課
☎
８
５
３
・
７
９
７
１

今
年
度
の
対
象
者
で
接
種
が
済
ん
で
い
な
い
人
へ
、

２
月
に
接
種
勧
奨
の
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま
し
た
。年

度
ご
と
に
対
象
者
が
変
わ
る
た
め
、こ
の
機
会
を
逃

す
と
接
種
費
用
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。希
望
者
は
忘
れ
ず
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

期
３
月
31
日（
火
）ま
で

対
過
去
に
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
23
価
）

の
接
種
を
受
け
て
お
ら
ず
、

①
平
成
31
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
２
年
４
月
１
日

ま
で
の
間
に
、
65
、
70
、
75
、
80
、
85
、
90
、
95
、

100
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
人

②
平
成
31
年
３
月
31
日
時
点
で

100
歳
以
上
の
人
③

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人

※
４
月
に
送
付
し
た
「
お
知
ら
せ
」
が
手
元
に
な

い
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
過
去
に
市
の
助
成
を
受
け
た
、
ま
た
は
自
費
で

接
種
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

費
４
千
円
（
生
活
保
護
受
給
者
は
無
料
）

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

４
月
よ
り
飲
食
店
・
工
場
・
ホ
テ
ル
な
ど
の
施
設

が
原
則
、
屋
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。

法
律
に
基
づ
き
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
場
合
の

み
、
喫
煙
室
の
設
置
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

義
務
違
反
に
対
し
て
、
指
導
・
命
令
・
罰
則
な
ど

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
健

康
増
進
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

問
保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３
・
７
９
６
１

Information

日 日時　内 内容　費 費用
期 期間　対 対象　申 申込み
場 場所　定 定員　問 問合わせ

講座・催し物などで特に記載のないも
のは誰でも参加可（申込み不要）です。

お
知
ら
せ

　
４
月
か
ら
、指
定
金
融
機
関（
琉
球
銀
行
）の
み
で

取
扱
って
い
た
期
限
経
過
後
の
市
発
行
納
付
書
に
つ

い
て
、他
の
銀
行
と
同
様
に
取
り
扱
い
が
で
き
な
く

な
り
、再
発
行
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

市
税
な
ど
の
納
付
は
、期
限
内
に
お
願
い
し
ま
す
。

※「
期
限
経
過
後
は
指
定
金
融
機
関（
琉
球
銀
行
）

の
み
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」旨
の
記
載
が
あ
る

も
の
に
つ
い
て
も
、使
用
不
可
と
な
り
ま
す
。

問
市
税
に
つ
い
て
納
税
課
☎
８
６
１・６
９
０
２

国
民
健
康
保
険
税・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ

い
て
国
民
健
康
保
険
課
☎
８
６
２・４
２
６
２
。

そ
の
他
納
付
書
は
、市
代
表（
☎
８
６
７・０
１
１
１
）

か
ら
納
付
書
な
ど
に
記
載
の
あ
る
担
当
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

企
画
調
整
課
☎
８
６
２・９
９
３
７

期
限
経
過
後
の
市
発
行
納
付
書
が

取
り
扱
い
で
き
な
く
な
り
ま
す

タイムスビル住所：那覇市久茂地 2-2-2

久
茂
地
交
差
点

⬅ 至浦添　　58号線　　　　　　　　　　　至糸満 ➡

タイムス
ビル

※申告会場出入口
（中央出入口）
※申告会場出入口
（中央出入口）

●琉球銀行
　本店

ゆいレール県庁前駅

健診日時 予約受付
期間 会場 健診項目 予約受付先

まちかど
健診

3月2日（月）
13時～15時30分

予約受付中～
定員に達し次第
終了

タイムスビル
（５階会議室） 特定健診（40）

特定健診課
☎862-0564
平日8時30分～
17時15分

3月5日（木）
13時～15時30分
3月10日（火）
13時～15時30分

市役所
本庁2階

（201会議室）
特定健診（40）
乳マ（20）

3月11日（水）
13時～15時30分
3月12日（木）
13時～15時30分

3月14日（土）
8時～9時30分

予約受付中～
3月6日（金）まで
定員に達し次第
終了

那覇市立病院
健診センター

特定健診（35）
大腸（35）
胃（15）
肺（35）

那覇市立病院健診
センター
☎0120-784-155
平日9時30分～16時

集団
健診

3月15日（日）
8時15分～11時

予約受付中～
定員に達し次第
終了

沖縄産業支援
センター（陸
上自衛隊那覇
駐屯地近く）

特定健診（120）
大腸（150）
胃（120）
肺（150）
子宮（120）
乳マ（40）

特定健診課
☎862-0564
平日8時30分～
17時15分

2020年（令和2年）3月 4


